香南香美老人ホーム組合人事行政の運営等の状況について、香南香美老人ホーム組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年条例第10号）第６条及び第７条の規定に基づき、次のとおり公表する。

令和6年12月１日
香南香美老人ホーム組合長　 濱 田　豪 太


１　職員の任免及び職員数に関する状況
1 　職員の採用・退職の状況（令和5年度）　　　　　　　　（単位：人）
	区　　分
	採用者数
	退職者数

	一般事務
	
	

	社会福祉士
	
	

	看護師
	3
	2

	介護福祉士
	4
	2

	介護支援専門員
	
	1

	管理栄養士
	
	

	調理師
	
	

	計
	7
	5



⑵　事業別職員数の状況（各年４月１日現在）　　　　　　　　 （単位：人）
	事業名
	職　員　数
	対前年
増減数

	
	Ｒ5
	Ｒ4
	

	施設介護
	71
	69
	2

	短期入所
生活介護
	
	
	

	通所介護
	6
	6
	

	居宅介護支援
	4
	4
	

	養護老人措置
	9
	9
	

	計
	90
	88
	2


(注) 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者
などを含み、暫定再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く。

２　職員の人事評価の状況
実施

３　職員の給与の状況
（1）人件費の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	区　　分
	歳出額（A）
	実質収支
	人件費（B）
	人件費率(B/A）

	一般会計
	188,324
	1,225
	59,089
	31.4％

	特別会計
	1,267,533
	1,294
	483,421
	39.1％

	計
	1,455,857
	2,519
	542,510
	38.0％



（2）職員の給与費の状況（令和5年度当初予算）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	区　分
	職員数
(A)
	給　　　　 　与 　　　　　費
	一人当たり給与費(B/A)

	
	
	給　　料
	職員手当
	期末・勤勉手当
	計(B)
	

	一般会計
	9
	28,746
	4,978
	10,544
	44,268
	4,919

	特別会計
	81
	238,731
	50,753
	87,154
	376,638
	4,650

	計
	90
	291,440
	55,731
	97,698
	420,906
	4,677


（注）職員手当には、退職手当(退職手当組合負担金)を含まない。

（3）職員の平均給料月額及び平均年齢の状況（令和5年4月1日現在）
	一般行政職
	看　護　職
	医療技術職
	福　祉　職
	技能労務職

	平均給料月額
	平均年齢
	平均給料月額
	平均年齢
	平均給料月額
	平均年齢
	平均給料月額
	平均年齢
	平均給料月額
	平均年齢

	280,200円
	49.7歳
	228,900円
	43.8歳
	255,200円
	43.1歳
	287,400円
	45.11歳
	236,000円
	44.5歳



（4）職員の初任給の状況（令和5年4月1日現在）　　　　　　　　　　　　　 　　　　（単位：円）
	区　　　分
	組　　　合
	国

	
	決定初任給
	決定初任給

	一般行政職
	大学卒
	169,800
	総合職 200,700 一般職 196,200

	
	短大卒
	161,100
	－

	
	高校卒
	154,600
	一般職 154,600

	看護職
	看護師
	161,100
	197,000

	福祉職
	社会福祉士
	169,800
	191,000

	技能労務職
	介護福祉士
	161,600
	164,100

	
	調理師
	151,900
	151,900



⑸　級別職員数の状況（令和5年4月1日現在）
	区　分
	１級
	２級
	３級
	４級
	５級
	６級
	計

	標準的な職務内容
	定型的な
業務を行う
主事又は技師
	高度な知識若しくは経験を必要とする
業務を行う
主事又は技師
	特に高度な知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事、
技師又は副主任
	主任代理又は
主任
	班長
	課長・参事
	

	職 員 数
	14人
	28人
	31人
	10人
	4人
	3人
	90人

	構 成 比
	15.57％
	31.11％
	34.44％
	11.11％
	4.44％
	3.33％
	100.00％


⑹　主な職員手当の状況
ア　期末・勤勉手当
	組　　　　　　　合
	国

	１人当たり平均支給額（R5年度）
　　1,117千円
	１人当たり平均支給額（R5年度）
　　1,312千円

	（R5年度支給割合）
期末手当
	
勤勉手当
	（R5年度支給割合）
期末手当
	
勤勉手当

	6月期  1.200月分
12月期  1.250月分
　計　    2.450月分
	0.970月分
1.020月分
1.990月分
	6月期  1.200月分
12月期  1.250月分
　計　 　2.450月分
	1.000月分
1.050月分
2.050月分

	（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　　3～10％
・管理職加算　無
	（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　　 5～20％
・管理職加算　10～25％



イ　退職手当（令和6年3月31日現在）
	組　　　　　　　合
	国

	（支給率）　　自己都合　　    定  年
	（支給率）　　自己都合　　     定  年

	勤続20年　　19.6695月分
勤続25年　　28.0395月分
勤続35年　　39.7575月分
最高限度額　　 47.709月分
	24.586875月分
 33.27075月分
   47.709月分
   47.709月分
	勤続20年　　19.6695月分
勤続25年　　28.0395月分
勤続35年　　39.7575月分
最高限度額　　 47.709月分
	24.586875月分
 33.27075月分
   47.709月分
   47.709月分

	その他加算措置　　
定年前早期退職特例措置（　無　）
（退職時特別昇給　　　　無　）
1人当たり平均支給額（5年度退職者）
自己都合 1,177千円　 
	その他加算措置　　
定年前早期退職特例措置（給料月額3～45％加算）
但し、事務次官･外局長官ｸﾗｽ以上の者は不適用、
局長ｸﾗｽの者は1％、審議官ｸﾗｽの者は2％の割増
（退職時特別昇給　　　　無　）


（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額。

ウ　特殊勤務手当（令和6年3月31日現在）
	支給実績（R5年度決算）
	8,724千円

	支給職員１人当たり平均支給年額（R5年度決算）
	111,846円

	職員全体に占める手当支給職員の割合（R5年度）
	85.7％

	手当の名称
	主な支給対象職員
	主な支給対象業務
	支　　給　　額

	介護業務手当
	介護員及び支援員
	介護･支援業務
	月額　10,000円

	看護業務手当
	医務員
	医務･看護業務
	月額　10,000円

	相談等業務手当
	生活相談員及び介護支援専門員
	生活相談･介護支援業務
	月額　 8,000円

	機能訓練業務手当
	機能訓練指導員
	機能訓練業務
	月額　 8,000円


（注）管理職手当を支給される職員には、特殊勤務手当は支給されない。

エ　時間外勤務手当（令和6年3月31日現在）
	支 給 実 績（R5年度決算）
	3,567千円

	職員１人当たり平均支給年額（R5年度決算）
	60,458円


オ　その他の手当（令和6年3月31日現在）
	手当名
	内容及び支給単価
	国の制度
との異同
	国の制度と
異なる内容
	支給実績
（R5年度決算）
	支給職員１人当たり平均支給年額
（R5年度決算）

	扶養手当
	満22歳年度末までの子　　 10,000円
満16歳年度初めから満22歳年度末までの子１人につき  5,000円加算
上記以外の対象扶養親族　 6,500円
	同
	－
	10,824千円
	270,588円

	住居手当
	借家・借間居住者
家賃27,000円以下　　家賃額－16,000円
家賃27,000円を超える
　(家賃額－27,000円)×1／2＋11,000円
但し限度額28,000円
	同
	－
	6,010千円
	240,406円

	通勤手当
	交通機関等利用者
　運賃相当額（限度額55,000円）
自動車等利用者
　通勤距離に応じて　2,000円～31,600円
	同
	－
	8,171千円
	100,877円

	管理職手当
	管理又は監督の地位にある職員
月額　40,900円
	－
	－
	1,472千円
	490,800円

	休日勤務手当
	勤務１時間あたりの給与額に135／100を乗じて得た額
	同
	－
	363千円
	20,144円

	宿日直手当
	宿日直勤務に従事した職員
1回につき　4,400円を支給
	同
	－
	－千円
	－円



⑺　特別職の報酬等の状況（令和5年4月1日現在）
	区　分
	報酬

	組合長
	日額　　3,000円

	副組合長
	〃

	会計管理者
	〃

	議会議員
	〃

	監査委員
	〃

	退職手当審査会委員
	〃

	行政不服審査会委員
	〃

	個人情報保護審査会委員
	〃

	情報公開審査会委員
	〃

	施設長
	月額　320,000円

	非常勤配置医師
	（一般）月額　　72,000円
～245,000円
（精神）月額　　50,000円
（臨時）日額　　10,000円

	産業医
	月額 　30,000円

	公務災害補償等認定委員会委員
	日額　　3,000円

	公務災害補償等審査会委員
	日額　　3,000円




４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
⑴　勤務時間、休憩・休息時間及び週休日の状況
	１週間の
勤務時間
	勤　務　時　間　の　割　振　り

	
	勤務時間
	休憩時間
	週　休　日

	38時間45分
	8:30～17:15
	12:00～13:00又は
13:00～14:00
	土曜日及び日曜日


（注）変形労働時間制を適用する職員については、別に規定する。

⑵　休暇等の概要
	区　　分
	内　　　　　　　　　　　　　容

	年次有給休暇
	１年につき20日間付与（20日を限度に翌年に繰越すことができる）

	病気休暇
	負傷又は疾病のため療養を要する場合、最小限度必要と認められる期間を付与

	特別休暇
（主なもの）
	結婚休暇　結婚する職員に対し最大７日間付与（週休日含む）
産前休暇　出産の日までの申し出た期間付与（８週間以内）
産後休暇　出産の翌日から８週間を経過するまでの期間付与
親族の死亡休暇　配偶者＝10日、父母＝７日、子＝５日、祖父母＝３日
　　　　　　　　その他＝規則に定める期間付与
夏季休暇　　７月～９月の期間内に３日間付与

	介護休暇
（無給）
	配偶者、父母、子、配偶者の父母等で、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者の介護を行う場合、６月を限度として必要な休暇を付与

	育児休業
（無給）
	職員の３歳に満たない子を養育するため、その子が３歳に達する日までの期間を限度として、職務に従事しないことを可能とする制度。




５　職員の休業に関する状況
ア　育児休業（令和5年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　（単位：人）
	区分
	育児休業取得者数
	育　児　休　業　承　認　期　間

	
	
	3月以下
	3月超え
6月以下
	6月超え
1年以下
	1年超え
1年6月以下
	1年6月超え
2年以下
	2年超え
2年6月以下
	2年6月超え

	男性職員
	－
	
	
	
	
	
	
	

	女性職員
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	計
	1
	
	
	1
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk52454136]イ　部分休業（令和5年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：人）
	区分
	部分休業取得者数
	部　分　休　業　承　認　期　間

	
	
	１月以下
	1月超え3月以下
	3月超え4月以下
	4月超え5月以下
	５月超え

	男性職員
	－
	
	
	
	
	

	女性職員
	－
	
	
	
	
	

	計
	－
	
	
	
	
	


ウ　介護休暇（令和5年度）　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）
	区分
	介護休暇取得者数
	介　護　休　暇　承　認　期　間

	
	
	１月以下
	1月超え3月以下
	3月超え4月以下
	4月超え5月以下
	５月超え

	男性職員
	－
	
	
	
	
	

	女性職員
	－
	
	
	
	
	

	計
	－
	
	
	
	
	




６　職員の分限及び懲戒処分の状況
　　分限処分とは、公務能率の維持を目的に職員に対して行われる処分。懲戒処分とは、職員の義務違反に対する道義的責任を問い、秩序維持を図る制裁的処分。
　　（令和5年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　（単位：人）
	区分
	種　類
	処分者数
	内　　　　　　　　容

	分限
処分
	降任
	－
	・勤務実績が良くない場合
・心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
・上記のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
・職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合

	
	免職
	－
	

	
	休職
	1
	・心身の故障のため、長期の休養を要する場合
・刑事事件に関し起訴された場合

	懲戒
処分
	戒告
	－
	・法令に違反した場合
・職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

	
	減給
	－
	

	
	停職
	－
	

	
	免職
	－
	




７　職員の服務の状況
1 　一般職員の年次有給休暇の使用状況 （令和５年１月１日～令和５年12月31日）
	総付与日数
（ａ）
	総使用日数
（ｂ）
	対象職員数
（ｃ）
	平均使用日数
(b)／(c)
	消化率
(b)／（ａ)

	3,571日
	1,011日
	97人
	10.4日
	28.3％



2 職務専念義務免除
　　　（主な免除事由）
・研修を受ける場合
・厚生に関する計画の実施に参加する場合
・その他任命権者が定める場合

８　職員の退職管理の状況
	適正に実施

９　職員の研修の状況
職員研修の実施状況（令和5年度）　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）
	分　　　類
	研　修　内　容（ 主なもの ）
	延人数

	全体研修
	感染症･食中毒対策研修
	177

	
	事故対策研修
	171

	
	身体拘束適正化研修
	171

	
	高齢者虐待防止研修
	126

	
	人権・アンガーマネジメント研修
	100

	
	褥瘡予防対策研修
	37

	
	ハラスメント研修
	17

	
	救急法講習
	10

	
	「ノーリフト」伝達研修
	10

	派遣研修
	人づくり広域連合研修
	23

	
	介護支援専門員研修
	12

	
	食と栄養の会研修
	3

	その他
	新任職員研修
	7

	
	
	




１０　職員の福祉及び利益の保護の状況
(1)　健康診断等の状況（令和5年度） 　　（単位：人）
	健康診断等の種類
	受診者数

	成人病予防健診
	4

	胸部X線健診
	84

	人間ドック
	80



(2)　労働安全衛生
衛生管理者・産業医の選任、安全衛生委員会の設置・運営（三宝荘）
安全衛生推進者の選任（白寿荘）

(3)　福利厚生事業の実施
	互助会名称
	(財)高知県市町村職員互助会

	会員数
	89名

	公費補助等総額
	1,555千円

	１人あたりの公費負担額
	17,472円

	個別事業内容
	医療費助成金、死亡弔慰金、結婚・出産祝金、傷病・休業給付金
災害・傷病見舞金、保養施設・短期人間ドック利用助成等

	見直し内容
	無し


(4)　公務災害等の発生状況（令和5年度）
	種　類
	認定数
	事　案　の　概　要

	公務災害
	2
	右肩挫傷・外傷性右肩関節周囲炎(医務員)
通勤災害(医務員)


(5)　職員の利益の保護（令和5年度）
	区　　　　　　分
	状　　況

	職員の勤務条件に関する措置の要求の状況
	該当無し

	職員に対する不利益処分に関する審査請求の状況
	該当無し




１１　情報の公開の実施状況
該当無し


１２　個人情報保護条例の運用状況
	区　　　　　　分
	状　　況

	業務の登録の状況
	・給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
・雇用保険届出事務
・労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
・健康保険及び共済・厚生年金保険届出事務
・所得税法に規定する扶養控除等申告事務
・国民年金の第三号被保険者の届出事務

	個人情報の開示、訂正、削除及び中止の請求の状況
	該当無し

	個人情報の開示、訂正、削除及び中止の請求に対する処理の状況
	該当無し

	個人情報に関する苦情、相談の状況
	該当無し
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